感染発生時における事業継続計画
社会福祉法人　清祥会
第１章 総　則
（目　的）
第1条 この事業継続計画（以下「ＢＣＰ」という。）は、社会福祉法人清祥会（以下「法人」という。）の内外において指定感染症等が発生した際に、利用者と職員の安全を確保し、継続的に介護サービスを実施するために、以下の事項を目的とする。
（１）施設・事業所内での感染の発生を防止し、利用者並びに職員の生命・健康・生活の維持を図る。
（２）施設・事業所内の感染の蔓延及び拡大を防止し、利用者並びに職員の生命・健康・生活の維持を図る。
（３）利用者に必要な介護サービス等を継続的かつ安定的に提供する。

（基本方針）
第２条　前条の目的を達するため、法人の運営する各サービス事業等におけるＢＣＰにおける基本方針を以下のとおり定める。
　（１）特別養護老人ホームこすもす
· 入所者の感染の発生及び拡大の防止を最優先に、生命及び生活の維持継続に必要な健康管理及び医療、食事・排泄等の介護その他の施設サービスの提供の継続を図る。
· 施設サービスの一部または全部が提供困難な状況である場合は、家族、石川県及び保険者等と調整の上、入所者の健康及び生活が確保されるように必要な便宜を図る。
　（２）短期入所事業（ショートステイ）
· 当日利用者の感染防止を最優先に、利用者・家族の生活状況や感染リスク等を踏まえ、関係機関等と連携し、可能な限り必要な短期入所サービスの提供の継続を図る。
· 短期入所サービスの一部または全部が提供困難な状況にある場合は、家族、石川県及び保険者等と連携・調整の上、必要な便宜を図る。
　（３）デイサービス事業（認知症対応型・総合事業を含む）
· 当日利用者の感染防止を最優先に、利用者・家族等の生活状況や感染リスク等を踏まえ、関係機関等との連携し、可能な限り、必要な通所サービス事業の継続を図る。
· 感染発生時においては、優先する事業の直接的・間接的なサポート行うとともに、各通所サービスの一部または全部が提供困難な状況にある場合は、家族、石川県及び保険者等と連携・調整の上、必要な便宜を図る。
　（４）居宅介護支援事業
· 感染発生時においては、優先する事業の直接的・間接的なサポート行うとともに、法人内外の感染状況や利用者の生活状況・感染リスク等を踏まえた上で、必要な医療や生活支援等が得られるように調整等を行う。
· 地域の介護サービス等の提供状況を把握するとともに、利用者の生活状況や感染リスク等の状況を踏まえ、代替サービスの提案その他の必要な支援を行う。
　（５）地域包括支援センター柳田支所
· 感染発生時においては、優先する事業の直接的・間接的なサポート行うとともに、法人内外の感染状況や利用者の生活状況・感染リスク等を踏まえた上で、本所と連携し、必要な医療や生活支援等が得られるように調整等を行う。
· 地域の介護予防サービス等の提供状況を把握するとともに、利用者の生活状況や感染リスク等の状況を踏まえ、代替サービスの提案その他の必要な支援を行う。
　（６）配食サービス
· 法人内外の感染状況や利用者の生活状況等を踏まえ、地域包括支援センター等と連絡調整の上、可能な限りサービスの継続を図る。
　（７）保育所
· 園児への感染及び拡大の防止を最優先とし、可能な限り対応する。
· 施設及び事業所内で感染が発生した場合や安全な保育が困難な状況においては、優先する事業の直接的・間接的サポートを行う。
（８）ライフライン
· 基本的には、電気、ガス、水道等のライフラインの被害はないものと想定する。
· 災害発生時等、特別な状況における感染発生については、「防災マニュアル」「自然発生時の事業継続計画」を基本に対応を行う。
（９）施設・事業所内環境
· 施設・事業所内の設備及び環境等における被害はないものと想定する。ただし、感染状況により、施設・事業所間、フロア間等での人流等の制限を行う。
· 施設内での感染発生時または極めて感染リスクが高まったと判断した場合は、能登北部保健所等と協議の上、適切なゾーンニングを含む感染防護体制をとる。
· 施設や事業所内のゾーニングや移動等の制限に伴う衛生環境の低下に注意し、感染症等の拡大が起こらないように手指消毒等の必要な対策を講じる。
· 食事等については、使い捨て容器等を使用するなど、代替的な手段を講じる。

（適用範囲）
第３条　このＢＣＰは、法人内の全ての施設・事業所及び勤務する全職員に適用する。職員は、法定感染症等が発生した際は、ＢＣＰ及び自然災害・感染症等に関連するマニュアルに則って行動する。

（ＢＣＰの運用体制）
第４条 感染症発生時において、利用者及び職員の安全を確保し、サービスの提供を効果的に実施するためには、ＢＣＰを具体的で実践的なものとする必要がある。そのため、法人の感染症対策本部は、感染症対策会議においてＢＣＰの内容について検討するとともに必要な見直しを行う。
２　ＢＣＰの実践については、感染症に対応する研修会・シミュレーション等において検証を行うとともに、職員が共通理解を深められるよう周知を図る。
3　ＢＣＰの責任者は、感染症対策委員会と協議し、職員に対して感染症発生時の対応及び事業継続に対する認識を深めるため研修・訓練を以下のとおり実施する。
（１）平時の感染防止のための研修等
1 職員の健康状態のチェック及び報告
2 感染症に関する基本的な理解と対応
(1) 手洗い・手指消毒の方法
(2) マスク・アイガード・フェイスガード等の使用方法・ガウンテクニック
(3) 感染リスクのある嘔吐物・排泄物等の処理
(4) 施設・設備等の消毒等の方法
(5) その他
3 感染症発生時の初期対応について
(1) 初動チームの役割と支援方法
(2) 連絡調整体制及び方法（※関係機関や家族等への伝達方法の確認等）
(3) 備品等の調達、その他
4 その他の研修及び情報収集
(1) 厚生労働省、石川県その他の実施する研修会等への参加
(2) 全国老人福祉施設協議会等の実施する研修会等への参加
(3) 上記等の研修会の内容の周知または伝達
（２）感染症対策会議または感染症対策委員会における協議・研修等
1 BCPを含む感染症対策全般に関すること
2 感染症対策会議の設置及び運営に関すること
3 感染症対策に関する研修の計画・実施について（感染症対策委員会）
4 感染症対策初動チームの設置等について
5 感染対策に必要な備蓄品等の準備・管理について
第２章 感染症発生時における組織体制と被害想定
（感染症対策本部の設置）
第５条 法人は、能登町及び周辺地域において、パンデミックまたはその恐れが極めて高い場合、法人本部に「法人感染症対策本部」（以下「感染症対策本部」という。）を設置する。
２　明らかなパンデミックの状況でない場合においても、県内の感染状況等を踏まえて、利用者及び職員の感染リスクの確認や各サービスの提供等に関する協議を行う。

（感染症対策本部の構成と役割）
第６条 前条の規定に則り設置された感染症対策本部の構成及び役割は、以下のとおりとする。本部長が指揮を執ることが困難な場合は、本部長代理が職務を代行し、本部長代理が指揮を執ることができない場合においては、役員が代行するものとする。
	職務担当
	責任者
	主な役割

	本部長
	紙谷靖博（理事長）
	・感染症対策本部の設置及び全体の指揮

	本部長代理
	水上直彦
	・本部長の補佐及び代行

	本部員
	瀬戸　博
大庭敏代
安多伸一
田中泰広
石谷良美
金屋久美子
形倉義和
酒谷敦子
田村　玲
宇正正子
	・関係機関との連絡調整及び協力要請
・感染利用者への対応、情報収集及び伝達
・感染職員等への対応、情報集及び伝達
・家族等への連絡・報告その他の調整
・各サービス事業等との連絡調整
・施設等のゾーニング等の対応
・シフト調整及び応援体制の整備
・施設の消毒や感染性廃棄物の対応
・PCR検査その他の調整
・その他の庶務



　　　【主な業務の分担】
	主な役割
	主な担当部署等
	主な業務内容

	総合支援・情報管理
	法人本部,他
	・応急対応,状況確認,情報収集等の指示確認
・行政対応,ゾーニング等の協議決定等

	物品管理,庶務,衛生
	総務課,支援室他
	・備蓄品等の管理，その他の庶務
・衛生（洗濯物・ゴミ他），健康管理等
・施設や設備の消毒、重傷者等の搬送など

	安全確保・介護全般
	介護課,他
	・医務室と連携し適切な感染予防策
・必要な介護全般,シフト調整,環境調整等

	救護・医療支援全般
	医務室,他
	・状態把握及び検査診療等の補助
・医療機関等との調整、感染者への対応等

	栄養支援全般
	栄養課,他
	・感染対応に応じた食事,水分等の提供等

	連絡調整（全般）
	支援室,他
	・関係機関や家族等との連絡調整

	連絡調整（通所）
	デイ,他
	・通所利用者の調整,必要な通所介護業務等

	居宅支援
	居宅・包括
	・利用者の受診等の支援サービス調整他

	地域支援等
	配食,保育所
	・状況に応じた事業の継続



（災害内容の規模及び被害の想定）
第７条 ＢＣＰ策定にあたり、想定する感染による施設等の被害は以下のとおりとする。
なお、被害状況の想定は、今後検討を重ねた際に修正及び追加で記載すべき事項がある場合は、適宜見直すこととする。
（１）感染症緊急事態宣言発令時を伴う感染発生時（新型コロナウイルス等）
1 建　物　：建物の倒壊はなし
2 ライフライン：電気・ガス・水道影響なし
3 通 信　：　影響なし
4 周辺地域　：　別表（段階別活動制限及び対応の考え方）のとおり。
5 公共施設　：病院への入館禁止状態
6 交　通　：　交通障害なし

（人的被害等の想定）
第８条 前条の想定による人的被害は以下の通り想定する。
（１）職員の状況
1 職員本人が感染及び濃厚接触、感染の疑いにより、就業できない可能性がある。
2 職員の家族が感染及び濃厚接触、感染の疑いにより、就業できない可能性がある。
3 職員の家族等の就労・就学等の都合や感染リスク等に対する理解が得られないなどの要因で就業できない、若しくは帰宅できないなどの可能性がある。
（２）利用者の状況
1 職員その他からの感染リスクが高くなり、クラスター感染のリスクが上がる。
2 基礎疾患を有する高齢者が感染することで、死亡を伴う病状悪化の可能性がある。
3 認知症などにより、感染予防等への対応について、十分な理解が困難なことで、感染が拡大する可能性がある。
4 面会や外出の制限、施設内移動等の制限に伴う不穏な精神状態となる可能性がある。

（職員の体制）
第９条 感染症発生時における職員の体制については、感染数や範囲、居室等の状況やゾーニング等の防護体制の必要性等を踏まえて、必要な体制を構築する。

第３章 感染発生時における優先業務
（感染発生時の優先業務）
第１０条 法人の施設及び事業所内外での感染症発生時においては、感染の拡大防止及び利用者と職員の生命の維持、安全の確保のための業務を最優先とし、感染被害を最小限にとどめると共に、利用者の生活の維持に必要不可欠なサービスを継続して提供する事を優先に取り組む。
また、施設・事業所内外の感染症発生及びリスクの状況から、以下の業務等について優先的に実施する。（別表．感染発生状況別業務一覧参照）
（１）国内での感染発生時
1 感染症の内容や留意点等の情報収集及び発信、注意喚起
2 手洗い・手指消毒、施設・設備等の清掃・消毒等の確認
3 利用者と職員の定期的な健康チェックと報告（通常期と同様）
4 感染対応マニュアルの確認・研修、備蓄品等の確認
5 感染症対策員会の設置（情報の共有と対応の検討）
6 各サービスの提供については、原則通常通り。
（２）県内での感染発生時
1 感染症対策や留意点等の情報収集及び発信、注意喚起の継続
2 手洗い・手指消毒、施設・設備等の清掃・消毒等の確認・徹底
3 利用者と職員の定期的な健康チェックと報告（インフルエンザ感染期と同様）
4 感染対応マニュアルの確認・研修、備蓄品等の確認
5 感染症対策員会の定期的な開催（情報の共有と対応の検討）
6 各サービスの提供については、原則通常通り
7 感染症の発生している地域等への旅行等への注意喚起
8 感染症の発生している地域等からの帰省への注意喚起及び面会等の一部制限
9 配置医師、協力医療機関等との情報共有及び感染症発生時の対応の検討
（３）能登北部地域での感染発生時
1 感染症対策や留意点等の情報収集及び発信、注意喚起の継続
2 職員の不織布マスク・アイガード等の着用、利用者のマスク着用の依頼
3 手洗い・手指消毒、施設・設備等の清掃・消毒等の確認と徹底（継続）
4 利用者と職員の定期的な健康チェックと報告の徹底
5 体調不良時のサービス利用や出務の制限、受診の促進、行動の制限
6 感染対応マニュアルの確認・研修、備蓄品等の確認
7 感染症対策員会の定期的な開催（情報の共有と対応の検討）
8 各サービスの提供については、本人の体調や家族・周辺等の感染リスクを確認しながら実施する。利用時は、原則マスク着用。
9 感染症の発生している地域等への旅行等への注意喚起（制限）
10 感染症の発生している地域等からの帰省への注意喚起（制限）及び面会等の制限
11 配置医師、協力医療機関等との情報共有及び感染症発生時の対応の検討
（４）施設・事業所内での感染発生の疑いがある、又はスタッフ等少数に感染発生時
1 感染状況の情報収集及び初期対応等の発信
2 感染対策本部の設置（情報収集、配置医師・産業医、能登北部保健所、協力医療機関等との連絡調整、対応の決定、その他感染対策に必要な事項）
3 感染区域の設定（ゾーニング）及び感染防護体制（ガウン等の着用）
4 職員の不織布マスク・アイガード等の着用、利用者のマスク着用の徹底
5 施設・設備等の清掃・消毒、廃棄物の処理等のための準備・管理
6 利用者と職員の定期的な健康チェックと報告の徹底
7 感染者又は感染の疑いのある利用者・職員との接触者のPCR検査等の実施
8 感染発生に必要な備蓄品等の配給場所の設置及び管理・補充
9 感染者及び疑いのあるフロア・事業所以外のサービスは、感染拡大リスクを踏まえた上で、利用者等と連絡調整の上、原則継続（状況に応じて縮小）して提供する。
10 感染の疑いのある施設・事業所内への立ち入りは、原則禁止。
11 利用者家族、居宅介護支援事業所他関係機関との連絡調整
12 石川県、保険者への連絡・事故報告（利用者に感染があった場合）
（５）施設・事業所内でのクラスター感染発生時
1 感染状況の情報収集及び初期対応等の発信、情報掲示板の設置
2 感染対策本部の設置（情報収集、配置医師・産業医、能登北部保健所、協力医療機関等との連絡調整、対応の決定、その他感染対策に必要な事項）
3 感染区域の設定（ゾーニング）及び感染防護体制（ガウン等の着用）
4 他フロアの職員の不織布マスク・アイガード等の着用、利用者のマスク着用の徹底
5 食事等の提供体制、施設・設備等の清掃・消毒、廃棄物の処理等の支援体制
6 利用者と職員の定期的な健康チェックと報告の徹底（感染区域は１日３回以上）
7 感染発生に必要な備蓄品等の配給場所の設置及び管理・補充
8 感染対策初動チームの編成（各フロア事業所から選抜）及びシフト編成
9 施設内療養の場合、状態悪化等の場合の医療等の意向の確認
10 配置医師と連携し、施設内療養の際の状態悪化時に使用する酸素等の準備
11 各サービスの提供については、感染状況や業務の優先順位、シフト編成の度合いを考慮して、継続・縮小・中止を決定する。
12 関係者以外の施設・事業所内への立入禁止。感染区域への出入りは感染防護体制
13 利用者家族、居宅介護支援事業所他関係機関との連絡調整
14 帰宅困難職員の宿泊施設の設置・管理、食事等の支援
15 石川県、保険者への連絡・事故報告

（感染状況を踏まえた業務継続）
第１１条 感染症発生時においては、感染症の拡大防止を防止し、利用者の生命の維持、安全の確保することが最優先される。また、スタッフの感染やゾーニング・感染防護体制による業務量の増大・手順の変更に伴う人員の大幅な不足に適切に対応する必要があり、他のフロア・部署やサービス事業所からの人員の補充等が不可欠となる。そのため、利用者と職員の生命の維持と安全確保に重大な影響を及ぼさないサービス等については縮小・中断する事とする。
なお、感染症発生時における業務の優先性については、下表のとおりとする
	
	サービス種別・感染の有無
	摘　要

	◎
	施設サービス（感染フロア）
	施設内療養及び感染防護体制
ゾーニングにより人員を補充が必要

	○
	短期入所（感染フロア）
	施設の感染エリアと同様
非感染者で帰宅可能な場合は、適宜帰宅

	●
	施設サービス（非感染フロア）
	感染区域への職員の派遣、業務縮小
必要に応じ、縮小事業からの受援体制

	△
	短期入所（非感染フロア）
	感染状況により新規受け入れ中止
帰宅可能な利用者については、適宜帰宅

	▲
	通所介護（非感染事業）
	感染状況が僅かであれば、事業を継続
職員の補充が必要な場合、中止・縮小

	▲
	通所介護（感染発生事業）
	感染リスクが減ずるまで中止

	▲
	その他業務
	清掃・消毒・廃棄物の処理等の支援体制

	※
	居宅介護支援事業
	職員に感染がない限り継続（訪問等縮小）
感染発生時は、一時的に取り次ぎを行う。

	※
	配食サービス
	職員等に感染がない限りできる限り継続


◎：最優先　○：優先　●：縮小継続　△：縮小　▲：縮小・中断　※：原則継続

（１）施設サービス・短期入所サービス（感染発生フロア）
	サービスの内容等
	感染の疑い、又は
若干名の感染者
	クラスター発生時

	
	
	感染区域
	非感染区域

	業務基準
	施設内療養の支援
個別・少人数の支援
	施設内療養の支援
食事を中心としたケア
	食事・排泄が中心で
その他は縮小・中止

	感染対策
	感染区域は防護体制
その他は準防護体制
	N94又は不織布2枚
全てのガウン類着用
	不織布、アイガード、ガウン着用

	食事提供
	通常の食事

	メニューの制限等
使い捨て容器使用
	感染区域と同様
状況に応じ調理開始

	食事介助
	居室内または少人数
パーテーション使用
	居室内
できる限り短時間で
	原則居室内
時間をずらし順次

	口腔ケア
	時間を分けて実施
	できる範囲で実施
	時間をずらし順次

	入浴・清拭
	入浴はなし
清拭は適宜実施
	入浴なし、必要がある場合、部分清拭で対応
	入浴なし　必要がある場合清拭で対応

	排せつ
	感染者等は専用
居室前トイレ使用
	必要に応じオムツ類の変更等で回数を減じる
	居室前トイレ使用
必要に応じてオムツ

	リハ・レク等
	中止
	中止
	原則中止
可能な方は自主トレ

	清掃
	感染区域は１日３回以上の消毒
	１日３回以上の消毒（支援チームの支援）
	必要箇所のみ

	洗濯
	必要最低限
支援チームが実施
	必要最低限
支援チームが実施
	必要最低限
支援チームが実施

	夜間体制
勤務体制
	感染区域と非感染区域で構成・時間延長等
	感染対策チームを含めたシフト構成
	応援スタッフを含めたシフト構成



（２）施設サービス・短期入所サービス・通所サービス（感染発生フロア以外）
	サービスの内容等
	感染の疑い、又は
若干名の感染者
	クラスター発生時

	
	
	施設サービス
	通所サービス

	業務基準
	感染防止体制
基本サービス継続
	感染フロアの支援
食事・排泄を中心
	非感染フロアの支援
サービス中止・制限

	支援体制
受援体制
	クラスターに備えた支援・受援体制の準備
	支援スタッフ活動開始
受援スタッフの受入
	応援スタッフ活動開始
関係機関の連絡調整

	感染対策
	基本的な感染対策
マスク・アイガード等
	左と同じ
	左と同じ

	食事提供
	通常の食事
	左と同じ
	左と同じ

	食事介助
	居室内または少人数
パーテーション使用
	見守り等必要に応じて応援スタッフに依頼
	配膳・見守り等
必要に応じて介助

	口腔ケア
	時間を分けて実施
	左と同じ
	見守り等

	入浴・清拭
	入浴・清拭は必要に応じて実施
	左と同じ
	入浴時のフロアの見守り等

	排せつ
	感染者等は専用
居室前トイレ使用
	左と同じ
	必要に応じてトイレ誘導等

	リハ・レク等
	中止
可能な方は自主トレ
	左と同じ
	必要に応じ、見守り、話し相手など

	清掃
	通常通り（適宜消毒）
	状況に応じて依頼
	左に同じ

	洗濯
	通常通り
	左に同じ
	左に同じ

	勤務体制
	通常通り
	応援スタッフを含めたシフト構成
	要請に応じたシフト








（３）居宅介護支援及び地域包括支援センター・配食サービス（非感染）
	サービスの内容等
	感染の疑い、又は
若干名の感染者
	クラスター発生時

	
	
	居宅介護・地域包括
	配食サービス

	業務基準
	感染防止体制
基本サービス継続
	左に同じ
必要に応じ支援業務
	左に同じ

	訪問・会議その他
	原則、通常通り。必要に応じ対策を講じる
	左に同じ
	原則、感染に対応しない職員が担当する

	支援体制
受援体制
	クラスターに備えた支援・受援体制の準備
	利用者等の連絡調整
洗濯等の後方支援
	サービス休止者等で必要がある場合の支援

	感染対策
	基本的な感染対策
	左と同じ
	左と同じ

	食事提供
	変更の必要に応じ調整
	左に同じ
	要請に応じて対応

	見守り等
	必要に応じて実施
	必要に応じて実施
	訪問先の状況確認

	清掃
	通常通り（適宜消毒）
	状況に応じて依頼
	必要に応じて実施

	洗濯
	通常通り
	左に同じ
	左に同じ

	勤務体制等
	通常通り
	原則、通常通り
	原則、通常通り



（３）保育所（非感染）
	
	感染の疑い・若干名の感染者
	クラスター発生時

	業務基準
	感染防止体制・基本サービス継続
	必要に応じ縮小・中断、支援業務

	感染対策
	基本的な感染対策
	左と同じ（児童は保育所内）

	食事提供
	通常通り
	左に同じ

	活動等
	原則、保育所内での活動
	左に同じ

	清掃
	通常通り（適宜消毒）
	左に同じ

	洗濯
	通常通り
	左に同じ

	勤務体制等
	通常通り
	状況に応じ、時間短縮・延長




（４）通所サービス（感染発生時）
	サービスの内容等
	感染の疑い・又は
若干名の感染者
	複数感染・クラスター発生時

	
	
	利用者に感染の場合
	職員が感染の場合

	業務基準
	感染拡大防止体制
感染状況に応じ中断
	利用者・職員に新規感染がない状況まで中断
	左に同じ

	状況確認
	接触者の健康状態等の確認
状況に応じて、PCR検査等の実施・支援
	接触者の特定し対応
他の利用者・職員に新規感染・接触がない場合は再開を検討する
	発症日３日内での接触者を中心に状況を確認
新規感染・濃厚接触がない場合は再開を検討

	※以下、サービスの部分的再開、中断解消後の対応

	人数・頻度
	一定期間は制限
	入浴等必要に応じ再開
	左に同じ

	感染対策
	基本的な感染対策
マスク・アイガード等
	左と同じ
利用者もマスク着用
	左と同じ
利用者のマスク着用

	食事提供
	再開後は通常の食事
	左と同じ
	左と同じ

	食事介助
	時間帯をずらし少人数
パーテーション使用
	左と同じ
	左に同じ

	口腔ケア
	時間を分けて実施
	左と同じ
	左に同じ

	入浴
	時間帯をずらし個浴
	必要に応じ個浴で実施
	左に同じ

	排せつ
	使用後は消毒を行う
	左と同じ
	左に同じ

	リハ・レク等
	優先しない（状況に応じ少人数・自主トレ）
	優先しない
状況に応じて再開
	左に同じ

	清掃
	通常通り（適宜消毒）
	左に同じ
	左に同じ

	洗濯
	通常通り
	左に同じ
	左に同じ

	勤務体制
	通常通り
	人数等に応じたシフト
	左に同じ








（５）居宅介護支援及び地域包括支援センター（感染発生時）
	
	利用者が感染の場合
	職員が感染の場合

	業務基準
	原則、感染者・濃厚接触者等との接触を避けるとともに必要な調整・サービス提供を継続する。
他の利用者に対してのサービス提供は原則継続する。
	利用者・職員に新規感染がない状況まで中断する。
調整等が必要な場合は、当該職員等と連絡しながら、法人内の施設・事業所等で必要な調整等を代行する。

	状況確認
	サービス等の利用状況等から、接触者の特定し対応する。
サービス事業所等で新規感染・接触が認められる場合は、代替サービス等必要な調整を行う。
	発症日３日内での接触者を中心に状況を確認
居宅介護支援・地域包括支援事業の中断もしくは代行を行う期間等を踏まえて、連絡調整等を行う。

	※以下、サービスの部分的再開、中断解消後の対応

	業務基準
	利用者との接触等の状況を踏まえ、リスクが低い場合、通常通り
	職員間の接触状況等を踏まえ、代替手段を講じつつ、必要な調整を行う。

	訪問・会議その他
	職員の感染リスクに応じ、通常通り又は代替手段を講じる。
	緊急又は必要不可欠な場合を除き、電話その他の代替手段により行う。

	給付管理等
	特段の問題がない限り、通常通りに行うが、事業所間の往来等はできる限り行わない。
郵送・メール等を活用する。
	感染発生時等の取扱いを踏まえて、可能な限り適切に対応する。
状況に応じて、ICT等の活用を含めて柔軟な対応が行う。

	受援体制
	原則通常通り
	連絡調整・事務手続き等の受援

	感染対策
	基本的な感染対策
	左と同じ

	勤務体制等
	原則、通常通り
	必要に応じ、在宅での作業を行う



（６）配食サービス（感染発生時）
	
	感利用者が感染の場合
	職員が感染の場合

	業務基準
	原則、感染者・濃厚接触者等との接触を避けながら、必要なサービス提供を継続する。
他の利用者に対してのサービス提供は原則継続する。
	職員及び利用者に新規感染がない状況まで中断する。
利用者の状況から、サービス継続が必要と判断される場合は、施設の給食等での代替を検討する。

	感染対策
	基本的な感染対策
訪問者の手指消毒等の徹底
	サービス再開後は、左に同じ


	食事提供
	感染者については、使い捨て容器
その他利用者については通常通り
	訪問配達・または容器の回収が困難な場合は、使い捨て容器を使用する。

	頻度等
	原則、通常通り
	職員等が十分に配置できない場合は、昼食あるいは夕食のみとする。
または、地域支援事業利用者への食事提供の一部または全部をの縮小・中断する。

	勤務体制等
	通常通り
	状況に応じ、時間短縮・延長



（７）保育所（感染発生時）
	
	児童が感染の場合
	職員が感染の場合

	業務基準
	感染状況を踏まえて、感染リスクが低い場合は、保育を継続する。
	児童への感染状況を把握し対応。
感染リスクがなくなるまでの期間、保育を中断する。

	状況確認
	接触者の特定及び感染状況を確認
	左と同じ（必要に応じPCR検査等）

	　※サービスの再開後における食事の提供・活動等については、非感染時と同じ



（８）感染発生から収束期までの運用
1 通勤方法
1） 出勤前に、自分の体調を自覚し検温など必要な対策をとる
2） 原則、自家用車または自転車・徒歩による通勤とする。
3） やむを得ず、公共機関を利用する場合はマスクの着用を行う
4） 公共機関を利用する場合は、可能な限り、密集・密接の時間帯を避ける
5） 出勤時に手指の消毒及び体温測定を行い、健康チェック表に記載する。
6） 衣類については、出退勤時と仕事着に分けて対応する
7） 手指消毒剤〔携帯用〕を携帯する
8） 自宅に帰れない職員の宿泊場所を確保する。宿泊場所は以下の通りとし、感染症対策本部または管理者の判断で設置し、食事等の支援が必要な場合は提供する。
· フロア内の空き室
· 職員寮の空き室（女性のみ）
· B棟会議室（２室）
· B棟ボランティア室
· B棟第１デイサービス休息室（パーテーションで区分）
· C棟第２デイサービス個室（２室）
2 業務中の衛生管理
1） 感染症対策本部による決定事項及び感染症対応マニュアルに則り消毒管理を行う
2） 出勤時と退勤時の消毒、手洗い、うがいの実施
3） 外から室内に入る場合は、入口で一度手指消毒を行ってから入室し、手洗い、うがいの実施後、再度手指消毒を行う。
4） 衣類については出退勤時と仕事着を分けて対応する。
5） 業務中は、特別な場合を除き不織布マスク・アイガード等を着用する
6） 1日3回（又は能登北部保健所の指示の頻度）の施設消毒を行う。
7） 定期的に室内の換気を実施する
8） 感染区域と非感染区域等、感染状況に応じた感染防止対策を徹底する。
9） 特に感染区域での対応については、原則、対応する職員を別けるとともに不要な接触を避ける。区域または居室等への出入りの際は、看護師の指導に基づいたガウンテクニックを徹底して実施する。
3 屋外での対応
1） 感染発生において、原則、職員は利用者宅等への訪問を行わない。
2） やむを得ず、職員が利用者宅への訪問する際は、常時不織布マスクを着用するとともに、手指消毒キットを携帯し手指消毒を行った上で実施する。
3） できる限り玄関先など、換気の良い場所での対応を行う。やむを得ず利用者宅内に入る場合は、できる限り短時間かつ必要な感染防護を行う。
4） 利用者宅での飲食はいかなる場合においても禁止する。
4 施設サービス及び短期入所サービス
1） 1日2回以上（又は能登北部保健所の指示による回数）の検温測定を実施する
2） 風邪症状については、配置医師へ報告・相談し、必要な検査等を実施する
3） 体調変化を見逃さず、症状がある場合は必ず感染症対策本部に報告・相談するとともに掲示板に記載し共有する。（発熱、咳痰、発汗、食欲低下、倦怠感、呼吸、意識レベル、脈拍異常、血圧異常、排尿/排便異常、その他）
4） 体調異常者は、可能な限り速やかに個室対応を行う。個室での対応が困難な場合は、能登北部保健所との相談及び指示により、居室内での対応を行う。
5） 感染者等のトイレ、洗面台使用は、自室又は場所を限定し使用後の消毒を行う
6） 職員の体調管理の徹底、不要不急の外出の自粛、家族の健康状態にも最新の注意を行うとともに、職員の体調不良時は、管理者に連絡し指示を仰ぐ。
7） 自宅療養の場合は、検温、及び心身状態を一定期間報告する
8） 感染者については、発熱、咳痰、発汗、呼吸、意識レベル、頻脈、血圧異常はSPO²を測定し、症状ある期間は継続するとともに、利用者の家族に対し、定期（概ね１日２回以上）又は不定期の報告を行う。
9） 状態が悪化した場合は、利用者及び家族等の希望を踏まえ、配置医師、能登北部保健所、協力医療機関等と相談の上、受診・入院加療等の支援を行う。
10） 施設内で療養を希望される場合は、配置医師の指示に応じて、在宅酸素や点滴等の必要な医療の提供を支援する。
11） 感染者の状態が悪化し、死亡に至った場合は、関係機関等と調整し必要な処置を行う。
5 通所サービス・通所型サービス・保育所等
1） サービス開始前（送迎時）に、発熱やその他の体調異常の有無を確認するとともに、異常がある際には、サービス利用を中止し受診等を勧める。
2） サービス利用中は、原則マスクを着用し手洗い等を徹底するとともに、事業所以外の区域には立ち入らないようにしていただく。
3） 事業所に到着後、サービス利用中に発熱等の症状がみられた場合は、個室等で他の利用者等と接触しないような措置をとり、家族等に連絡の上受診等を要請する。
4） すぐに帰宅が難しい場合は、個室（他の利用者と離れた場所）で、担当する職員を決め感染防護の上対応を行う。
5） 感染リスクがある場合は、災害対策本部に報告の上、送迎等が必要な場合においては防護が可能な車両を用い、換気の上実施する。
6 居宅介護支援・地域包括支援センター・その他
1） 利用者の体調等については、電話等で確認の上、状況に応じて訪問等を適切に行う。
2） 面接等は、ICT等を持ちるか、できる限り屋外で実施する。自宅への訪問が必要な場合は、マスク着用・手指消毒等を徹底した上で、短時間で行う。
3） サービス事業所・医療機関・関係機関等との連絡調整は、原則、電話・FAX・メール等を用いて行う。
4） サービス担当者会議等は、WEB会議等を含めて、できる限り接触を避けて実施する。
第４章 平常時における備え
（施設・事業所における感染予防及び教育）
第１２条 法人の施設・事業所における感染予防については、平時からの感染予防を徹底するとともに、定期的な職員教育、実技を含む研修、感染発生時を想定したシミュレーションを実施する。
（1） 定期的な職員教育
1 新人研修及び在任者の研修の実施
2 感染予防及び拡大防止に関する掲示等情報の発信
3 マスク等の着用、手洗い・手指消毒等の感染予防に関する声掛け・指導
（2） 実技を含む研修
1 手洗い・手指消毒等に関する指導
2 ガウンテクニックに関する指導
3 嘔吐物・排泄物等の処理に関する指導
4 施設・備品等の消毒・清掃に関する指導
（3） 感染発生時を想定したシミュレーション
1 ゾーニングと感染防護体制
2 能登北部保健所、医療機関等との連絡調整
3 利用者・家族等への報告、関係機関等との連絡調整
4 必要な医療機器の使用、処置、その他のケア
5 感染者の受診等の際の移動・搬送

（施設・事業所の感染防護対策）
第１３条 指定感染症等の発生・蔓延を防ぐために、以下の対策を行う。手洗い・マスクの着用等の基本的な感染対策については、感染症対応マニュアルのとおりとする。

（1） 感染状況に応じた施設サービス・介護サービスの提供
　　感染者の発生状況や施設・事業所内への感染リスクの程度を踏まえ、段階ごとのサービスの提供・制限の程度の目安を定める。主な段階は以下の通り。（別表．段階別葛生の制限及び対応の考え方参照）
1 注意喚起：能登地区における感染者がなく、基本的なサービス提供に支障がない。
2 一部制限（第一次）：能登地区で感染が散見。面会等の一部制限を行う。
3 [bookmark: _GoBack]一部制限（第二次）：まん延防止等措置相当。面会・外出等の制限を強化する。
4 完全制限：非常事態宣言相当。特別な場合を除き、必要最低限の行動のみとする。
（２）感染状況に応じた職員の勤務及び行動
1 注意喚起：外出時のマスク着用、感染増加地域への旅行・行楽等の自粛依頼
2 一部制限（第一次）：近県もしくは感染のない地域を除く地域への移動等の自粛
3 一部制限（第二次）：近隣地域を除く地域への移動等の自粛
4 完全制限：必要最低限の外出のみ
（備蓄品の整備等）
第１４条 防災規程別紙３-1（通常時）3-3（感染発生時）の備蓄品リストに基づき備蓄品を整備する。その際、以下の点に注意する。
1 備蓄食糧は非常食献立表に基づき、必要食数を確保する。
2 期限を過ぎた飲料水は可能な限り事業所で保管し、生活用水として活用する。
3 日常的に使用する備品については、通常使用分以外にも備蓄分を確保し、定期的に更新を行いながら管理する。
4 利用者個別の服薬情報や医療事項を記載したフェイスシートを作成し、保管する。
（氏名、生年月日、血液型、服薬情報、医療行為の必要性、その他注意事項等）
5 医療機関等の受診の際に必要な情報については、感染予防の観点からFAX又はメール等、医療機関の指定する方法によって行う。
6 感染性廃棄物の処理については、専用の容器に密封し、専用の保管庫で保管した後に、取扱事業者が回収・処理を行う。
7 感染性廃棄物の処理及び管理については、担当する職員が管理を行う。

（訓練の実施・計画の見直し等）
第１５条 感染症発生時において、利用者と職員の安全を確保し、ＢＣＰで定めた優先業務等を効果的に遂行し、また、より具体的で実践的な内容にするためには、職員全員がＢＣＰや感染症発生時の優先業務等の内容を認識し、課せられた役割を確実に実施出来ることが必要である。
そのために、ＢＣＰの周知とそのために、ＢＣＰ第４条に記載の訓練を繰り返し行い、その過程で明らかとなった課題や対策等について感染症対策委員会で年に１回見直しを行い、感染対策本部・職員会議を通じて継続的な改善を行う事とする。

（附則）
このBCPは、令和４年４月１日より施行する。
					　　　令和５年４月１日　更新
					　　　令和６年４月１日　更新
					　　　令和７年４月１日付　一部改正
					　　　令和７年１１月１日付　一部改正
